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研究成果の概要（和文）：本研究では，疑似通貨，とくにポイントに関する会計の検討を行った。市場を賑わせている
ポイントプログラムは，1社完結型から提携型に形を変えてきている。それにもかかわらず，現在の日本の会計基準に
は，複数企業が関与する提携型ポイントプログラムの会計処理について明示されていない。そこで，実際に提携型ポイ
ントプログラムを運営している企業が採用している会計処理について検討した結果，各々のポイントプログラムにまつ
わるビジネスモデルの相違を反映するかたちで，多様な会計処理が存在していることがわかった。

研究成果の概要（英文）：This research deals with the topic of "electronic money", especially "points". 
Recently, a transition from stand-alone point programs to “point-alliance” programs has been 
recognized, but the accounting standard nevertheless does not keep pace with this situation. This 
research explores business models and accounting procedures of some companies that carry on typical 
“point-alliance” programs in Japan. This research explains that some companies have different business 
models each other, and have different accounting procedures accordingly. These results suggest that each 
company adopts the accounting procedure fitting reality depending on the nature of services that each 
companies produces regardless of undeveloped accounting standard about point programs.

研究分野： 会計学

キーワード： ポイントプログラム　疑似通貨　キャッシュ・フロー

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
本研究では，企業が販売促進のために利用

している疑似通貨を分析対象としている。現
在，Suica・Edy・nanaco などの電子マネー
が急速に普及してきている。電子マネーとは，
利用者が事前に企業に預けた金銭を支払に
用いるものであり，実質的に日本銀行や政府
が発行する通貨と同じような機能を有する
という点で，企業が発行する“疑似通貨”だ
といえる。この疑似通貨の発行枚数は 2010
年 4 月には 1 億 3 千万枚を超え，同じく残高
は 1,152 億円と，どちらも増加の一途を辿っ
ている（日本銀行決済機構局，2010）。現在，
疑似通貨に関する会計処理については，基準
が必ずしも確立されておらず，様々な会計処
理が採られているのが実情である。そもそも，
これらがどのような経済現象であるのかさ
え明らかにされていない。たとえば，Edy を
ローソンでチャージした場合，そのチャージ
分はローソンの収益になるのか，もしくは預
り金として繰延処理されるのか，といった問
題である。 
ところで，電子マネーと同じく疑似通貨と

言われているのが，ポイントである。商品販
売額の一定割合をポイント化して消費者へ
還元し，次回の買い物や提携先で使用できる
ポイントは，重要な販売促進の手段として拡
大し，幅広い分野において多くの企業が導入
している。国内 10 行外の年間発行額（2009
年度）は推計 9,061 億円（野村総合研究所ニ
ュースリリース, 2011 年 6 月 30 日）である。
にもかかわらず，「ポイントの会計処理は引
当率など企業によって異なる」（日本経済新
聞朝刊，2009 年 2 月 20 日，第 12 面）。この
ように，ポイントプログラムに関する会計実
務についても，現在，会計基準が確立してお
らず，様々な会計処理が採られているのが実
情である。 
ポイントと疑似通貨は，①ペーパーレスの

ため，実態が見えにくい，②必ずしも会計基
準が確立されていない，③企業単位を越えて
取引がされている，という点で共通しており，
かつ疑似通貨にはポイントが付与されるこ
とが多いことから，同じ俎上で語られること
が多い。その一方で，①ポイントは疑似通貨
と異なり，それ自体を金銭を支出することに
よって購入することは難しい，②電子マネー
は利用者自身が拠出した金銭価値が電子的
な形になっているという性質のものであり，
ポイントは企業が販売促進のために発行し
ているものである（企業ポイント研究会，経
済産業省，第 6 回議事録より）という相違も
ある。 

 
２．研究の目的 
以上の背景から，疑似通貨を対象としてそ

の会計実態を明らかにしたいと考えた。具体
的には，疑似通貨を扱っている企業を資料お
よびインタビューにより調査・検討し，次の
2 つの目的を達成する。第 1 の目的は，疑似

通貨とそれらの会計処理の実態を記述する
ことである。第 2 の目的は，疑似通貨の経済
的実質とそれらの会計処理との関係を帰納
的に説明することである。 
 
３．研究の方法 
本研究では特に，疑似通貨に関する会計処

理に関する包括的調査を行った。まず，疑似
通貨に関する会計基準，および疑似通貨を扱
っている企業に関する一次資料について，日
本に限らず調査した。そして，ビジネスモデ
ルおよび会計処理をヒアリング調査により
明らかにした。これらを踏まえて最終的に，
想定される状況においてどのような会計処
理が望ましいのかを，現在の国際的な会計基
準の動向を踏まえて演繹的に考察した。 
 

４．研究成果 
（1）基準の動向 
国際会計基準審議会（IASB）の解釈指針で

ある IFRIC 13 によれば，企業から顧客に引
き渡されるポイント特典は，（初回売上とは）
別の商品やサービスであり，初回売上時に顧
客は暗黙のうちに，この対価も支払っている
と考えられている。具体的には，受領対価を
（ⅰ）初回売上時に提供した商品・サービス
の対価と，（ⅱ）付与されたポイントが使用
されることにより将来提供される商品・サー
ビスの対価に区分する。そして，ポイント付
与時には，対価のうち（ⅰ）の金額が収益計
上され，（ⅱ）の金額は将来のポイント使用
時に企業がその義務を果たすまで，負債とし
て繰り延べられる。 
一方，わが国においてはポイントについて

の個別の会計処理基準は存在しておらず，ポ
イントを取り扱っている企業は，企業会計原
則等に則って会計処理を行っている。企業会
計原則に準拠すると，ポイントは初回の売上
を獲得するための販売促進費と考えられて
おり，日本の現行実務の多くはこれによって
いる（野口，2010）。そして，将来ポイント
使用時に発生する費用を初回売上時の期末
に引当金として計上される。 
IFRIC 13 の処理のように、ポイントに配分

された対価の収益認識を将来ポイントが使
用されるまで繰り延べる方法を繰延収益方
式という。一方、日本のように、ポイント付
き商品販売によって受け取った対価のすべ
てが取引日に収益認識され、期末の未使用ポ
イント残高については、将来ポイントが使用
される蓋然性とポイントが使用されたとき
に発生する原価の見積りにしたがって費用
認識する方法を増分原価方式という。増分原
価方式でも繰延収益方式でもキャッシュ・フ
ローの期間配分によって収益・費用が測定さ
れている。増分原価方式は将来のキャッシ
ュ・アウトフローを現在の費用にする方法で
あり、一方、繰延収益方式は現在のキャッシ
ュ・インフローを将来の収益にする方法であ
る。 



これに加えて大雄他（2011）は、ポイント
付き商品販売によって生じる義務を，期末日
においてその義務から解放されるために企
業が合理的に支払う金額によって測定する
方法である履行義務方式を新たに提案して
いる。履行義務方式はストックの測定に焦点
が当てられており，その意味でフローの認識
に焦点が当てられている増分原価方式・繰延
収益方式とは会計観が異なる。 
 これらの関係を表したものが以下の表で
ある。 
 
表 1 ポイントプログラムのフレームワーク 
 
 
 
 
 

 
 ただし，以上の会計処理は，独立型ポイン
トプログラムを前提としている。そこで，次
に提携型ポイントプログラムを運営してい
る企業の会計処理を調査した。 
 
（2）5つのケース 
提携型ポイントプログラムを運営する代

表企業である 5社（グリーンスタンプ，カル
チュア・コンビニエンス・クラブ，ジー・プ
ラン，X社（匿名），楽天）について，資料お
よびインタビュー調査により検討した。 
インタビュー調査に当たっては，以下の調

査票を事前に送付した。 
 
表 2 質問票 

 
 各社の会計処理の詳細については割愛す
るが，上記 5社は，扱っているものは同じ「ポ
イント」であっても，扱い方に決定的な違い
があり，会計処理もそれに応じて異なってい
ることがわかった。各々の提携型ポイントプ
ログラムにまつわるビジネスモデルの相違

を反映するかたちで，多様な会計が存在して
いるのである。 
具体的にはまず，共通ポイントプログラム

を主に運営している企業と，ポイント交換プ
ログラムを運営しているジー・プランとの間
では会計処理が異なることがわかった。すな
わち，最初の 4社は収益を総額で測定するの
に対し，ジー・プランは純額（ポイント交換
差益）で測定している。4社と異なり，ジー・
プランはポイント交換市場を創造すべくそ
の手段としてポイントを位置づけてきた。敷
衍すると，グリーンスタンプ・楽天・X 社・
CCC はポイントプログラムの主なプレイヤー
であるのに対し，ジー・プランはいわばポイ
ントプログラムの仲介業者であるというよ
うに，ポイントプログラムにおけるポジショ
ンが異なる。そうしたビジネスモデルの違い
が，会計処理の相違を生み出しているのであ
る。 
また，CCC は他の会社と異なり，ポイント

付与料が全額負債認識される。CCC は預り金
計上している理由として，「他の事業資金源
としては使わない意思表示の意味を込めて」
と述べている。つまり、ポイント資金につい
て、別会社（CCC 社の 100％子会社である㈱T
ポイント）による管理が行われ、その資金の
拘束性の強さが会計処理に影響を与えてい
ると考えられる。 
 さて，表 1の独立型ポイントプログラムの
方式と各社の会計処理の関係を表したのが
図 1である。 
 
図 1 提携型ポイントプログラム運営会社の
会計処理のタイプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
これを見ると，どれか 1つの方式にのみ当

てはまる会計処理を採用している企業の方
が少なく，提携型ポイントプログラム運営会
社は多様な会計処理を採用していることが
わかる。 
 
（3）勘定科目の提案 
 さらに，これまでの考察およびポイントプ
ログラムを運営している会社がポイントに
関する用語をどのように用いているかを観

Ｑ１ 疑似通貨事業の原点 

1-1 コンセプト創造 （事業創造・発展の経緯など）  

1-2 ターゲット・セグメント   

Ｑ２ 現在の疑似通貨事業 

2-1 戦略  （事業のビジョン・提携先の選択指針など） 

2-2 組織 （ビジネスモデル・ネットワーク構造・会計

処理など）  

2-3 持続可能なシステム （システムの特徴・効果測定

方法など） 



察した結果から，一般的に使われている勘定
科目と比較する形で表3のように勘定科目の
修正を提案した。 
 
表 3 新しい勘定科目の提案 

従来の勘定科目 本研究の提案 

ポイント金収益 ポイント償還見積額修正益 

ポイント引当金 ポイント償還見積額 

ポイント引当金繰入 ポイント償還見積費 

 ポイント交換差益 

 
（4）結論 
本研究の結論としては，以下の通りになる。

調査した会社は，扱っているものは同じ“ポ
イント”であっても，扱い方に決定的な違い
があり，会計処理もそれに応じて異なってい
る。各々の提携型ポイントプログラムにまつ
わるビジネスモデルの相違を反映するかた
ちで，多様な会計が存在しているのである。
したがって，今後のポイントプログラムに関
する制度設計のプロセスでは，かような実務
の対応を看過することなく精査することが
求められよう。少なくとも，ポイントを販売
する形態をメインとしている企業と，ポイン
トを交換する形態をメインとしている企業
で，同様の会計処理を当てはめることはでき
ないであろう。 
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